
小美玉市農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第1条 この告示は，本市における鳥獣による農作物被害の防止を図ることを目的として，耕

作農地への防護柵設置に対し交付する補助金について，小美玉市補助金等交付規則（平成1

8年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（用語） 

第2条 この告示において，「防護柵」とは，電気柵，ワイヤーメッシュ柵，防護ネット柵等

をいう。 

 

（補助金の交付対象） 

第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助事業者」という。)は，鳥獣による農

作物被害を防止する目的で防護柵を設置する者とし，次の各号に掲げるすべての要件を満

たすこととする。 

(1) 営農を目的として耕作する農地の所有者または耕作者であること。 

(2) 市内の農地であること。 

(3) 第6条の規定により交付の決定を受けた日が属する年度内に補助事業を完了すること

ができる者。 

 

（補助対象経費及び補助額） 

第4条 補助の対象となる経費は，予算の範囲内において鳥獣による農作物への被害を防止す

るための防護柵の資材購入に要する経費（防護柵の設置に要する工事費等の費用は除く。）

とする。 

 

2 補助金の額は，補助対象経費の3分の2以内の額とし，上限額は12万円とする。 

 

3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は，この額を切り捨てるものとする。 

 

4 この告示による補助金の交付を受けることができる回数は，１世帯につき同一年度内に１

回限りとする。 

 

5 補助事業者が，当該補助金の交付の対象となる経費について国，県その他の団体からの補

助金等の交付を受けているときは，この告示による補助金を交付しない。 

 

（事業期間） 

第5条 この告示の実施期間は令和6年度から令和8年度の3年間とする。 

 

（交付の申請） 

第6条 補助事業者は，市長が定める期日までに，農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付

申請書(様式第1号)を，市長に提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第7条 市長は，前条の申請があった場合は，当該申請に係る書類等の審査により，補助事業

の目的及び内容が適正であるかを調査し，補助金を交付すべきものと認めるときは，補助

金の交付の決定をするものとする。 

 

（交付の条件） 



第8条 市長は，補助金の交付の決定をする場合において，次に掲げる条件を付するものとす

る。 

(1) 補助金をその目的以外に使用してはならない。 

(2)  補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(市長が定め軽微な変更を除

く。)し，又は補助事業を中止し，若しくは廃止しようとする場合においては，あら

かじめ市長の承認を受けること。 

(3) 補助事業が期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

ては，速やかに市長に報告してその指示をうけること。 

(4) 補助事業者責務として，防護柵を適切に管理し必要に応じて修繕すること。 

(5) 補助事業者責務として，防護柵が不要となった際は撤去すること。 

 

2 市長は，前項各号に掲げるもののほか，補助金の交付の目的を達成するために必要がある

と認めるときは，他の条件を付することができる。 

 

（交付の決定の通知等） 

第9条 市長は，補助金の交付を決定したときは，速やかに，その決定の内容及びこれに付し

た条件を農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事

業者に通知するものとする。 

 

2 市長は，審査の結果，補助金を交付することが適当でないと認めるときは，速やかに，そ

の旨を補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の内容等の変更） 

第10条 補助事業者は前条の規定による通知を受けた後，補助事業の内容について，次に掲

げる変更理由が生じたときは，農作物被害防止防護柵設置事業補助金変更承認申請書(様式

第3号)に市長が必要と認める書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

(1) 防護柵の設置内容を変更し，補助金額の増額申請を行うとき。 

(2) その他市長が必要と認めるとき。 

 

2 市長は，前項の規定による申請があった場合において，当該申請の内容が適正であると認

めるときは，その承認をするものとする。この場合において，補助金の交付決定額の変更

を必要とするときは農作物被害防止防護柵設置事業補助金変更承認通知書(様式第4号)に

より，補助事業者へ通知するものとする。 

 

（状況報告） 

第11条 市長は，必要があると認めるときは，補助事業等の遂行の状況に関し，補助事業者

から報告を求めることができる。 

 

（実績報告） 

第12条 補助事業者は，補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含

む。)は，速やかに，農作物被害防止防護柵設置事業補助金実績報告書(様式第5号)を，市

長に提出しなければならない。 

 

 （補助金等の額の確定等） 

第13条 市長は，前条の規定による報告を受けた場合は，当該報告に係る書類等によりその

内容を審査し，適当と認めるときは，補助金の額を確定するものとする。 

 

2 市長は，補助金の額の確定を行ったときは，速やかに農作物被害防止防護柵設置事業補助

金確定通知書(様式第６号)により，補助事業者に通知するものとする。 

 



3 市長は，第1項の規定による審査の結果，補助事業に是正の見込みがなく，補助金を交付

することができないと認めるときは，速やかに，その旨を補助事業者に連絡するものとす

る。 

 

（補助金の交付） 

第14条 補助事業者は，補助金の額の確定について，前条第2項の規定による通知を受けたと

きは，農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 

（交付の決定の取消し） 

第15条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交付の決定の全部又は一

部を取り消すものとする。 

(1) 偽りの申請その他不正行為により，補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を定められた目的以外に使用したとき。 

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。 

(5) 市長が特に必要があると認めるとき。 

 

２ 前項の規定は，補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても

適用があるものとする。 

 

３ 第8条第1項の規定は，第1項の規定による取消しをした場合について準用する。 

 

４ 市長は，第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において，補助事業

等の当該取消しに係る部分に関し，既に補助金が交付されているときは，農作物被害防止

防護柵設置事業補助金返納・返還命令通知書(様式第8号)により，期限を定めて，その返還

を命ずるものとする。 

 

（理由の提示） 

第16条 市長は，補助金の交付の決定の取消しをするときは，当該補助事業者等に対してそ

の理由を示すものとする。 

 

（その他） 

第17条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は，公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第1号（第6条関係） 

 

 年  月  日 

 

小美玉市長 様 

 

補助事業者 住所 

氏名          

電話番号  

 

農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付申請書 

 

 小美玉市農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付要綱第6条の規定により，補助金の交付

を受けたいので，下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額                  円 

 

2 設置場所  

所 在 地  地目 面積（㎡） 

小美玉市   

小美玉市   

小美玉市   

合   計  

 

3  添付書類 

（1） 見積書の写し 

（2） 設置箇所の図面（位置図） 

(3） その他必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 2号（第 9条関係） 

 

第  号 

 年 月 日 

 

       様  

 

小美玉市長       

 

農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった補助金について，小美玉市農作物被害防止防護柵設

置事業補助金交付要綱第 9 条第 1 項の規定により，下記のとおり決定しましたので通知しま

す。 

 

 

記 

 

 

1 決定の区分       交付   ・   不交付 

2 補助金交付決定額    金           円 

3 交付条件 

(1) 補助金は，その目的以外に使用してはならないこと。 

（2） 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更（軽微な変更は除く。）し，

又は補助事業を中止し，若しくは廃止しようとする場合においては，あらかじめ

市長の承認を受けるべきこと。 

（3） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合においては，速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。 

（4） 補助事業完了後，速やかに実績報告書（様式第 5号）を関係書類とともに提出す

ること。 

(5) 補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し，若しくは法令又はそ

れに基づく市長の処分に違反したときは，補助金の全部又は一部を返還しなければ

ならないこと。 

 

4  不交付理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 3号（第 10条関係） 

 

 年 月 日 

 

小美玉市長 様 

 

補助事業者 住所 

氏名          

電話番号  

 

農作物被害防止防護柵設置事業補助金変更承認申請書 

 

年  月  日で交付決定通知のあった農作物被害防止防護柵設置事業補助金につい

て，補助事業を変更したいので，小美玉市農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付要項第

10条第 1項の規定に基づき申請します。 

 

 

記 

 

 

1 変更理由 

 

 

 

2 変更内容 

変 更 前 変 更 後 

                  

 

 

                 

（注）変更前，変更後を比較対照できるように記載すること。 

 

3  添付書類  

（1） 変更後の見積書の写し 

（2） 変更内容を明らかにする図面 

(3） その他必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 4号（第 10条関係） 

 

第  号 

 年 月 日 

 

       様  

 

小美玉市長       

 

農作物被害防止防護柵設置事業補助金変更承認通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった補助金の変更について，小美玉市農作物被害防止防

護柵設置事業補助金交付要綱第 10条第 2項の規定により，下記のとおり決定しましたので通

知します。 

 

 

記 

 

 

1 変更承認の可否    可 ・ 否（否とした理由             ） 

 

2 補助金交付変更決定額    

変更前    金           円 

 

変更後    金           円 

 

3 その他の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 5号（第 12条関係） 

 

 

 年  月  日 

 

小美玉市長 様 

 

補助事業者 住所 

氏名          

電話番号  

 

農作物被害防止防護柵設置事業補助金実績報告書 

 

年  月  日付けで交付決定のあった農作物被害防止柵設置支援事業補助金に係る補

助事業が完了したので，小美玉市農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付要綱第12条の規

定により，関係書類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

 

1 設置場所  

所 在 地  地目 面積（㎡） 

小美玉市   

小美玉市   

小美玉市   

合   計  

 

 2  交付決定額                 円 

3  資材購入額                 円 

4 設置完了年月日        年  月  日 

5  添付書類 

（1） 領収書の写し 

（2） 設置箇所の図面（位置図） 

（3） 防護柵の設置状況を明らかにする写真 

(4） その他必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 6号（第 13条関係） 

 

第  号 

 年 月 日 

 

       様  

 

小美玉市長       

 

農作物被害防止防護柵設置事業補助金確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった農作物被害防止防護柵設置事業補助金の審査結

果に基づき，下記のとおり交付額を確定しましたので，小美玉市農作物被害防止防護柵設置

事業補助金交付要綱第 13条第 2項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

補助金交付確定額                円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 7号（第 14条関係） 

 

 

 年 月 日 

 

小美玉市長 様 

 

請求者 住所 

氏名          

 

農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付請求書 

 

年  月  日付けで確定通知のあった補助金について，小美玉市農作物被害防止防護

柵設置事業補助金交付要綱第14条の規定により，下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

1 補助金交付請求額 

 

2 補助金の振込先 

金融機関名・支店名 

 

種別 普通  ・  当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 8号（第 15条関係） 

 

第  号 

 年 月 日 

 

       様 

 

小美玉市長       

 

農作物被害防止防護柵設置事業補助金返納・返還命令通知書 

 

年  月  日付けで決定・確定通知した補助金について，小美玉市農作物被害防止防

護柵設置事業補助金交付要綱第 15条第 4項の規定により，下記のとおり返納・返還するよう

通知します。 

 

 

記 

 

 

1 返納・返還するべき金額  金         円 

2 返納・返還期限    年   月   日 

3 返納・返還方法  別紙返納通知書による。 

4 補助金等の名称 

交付決定通知 
年  月  日付け通知（    第   号） 

補助金交付決定額                        円 

確定通知 年  月  日付け通知（    第   号） 

補助金確定通知額                        円 

補助金の既交付額                        円 

 

返納・返還事由 

 

 

 


